
１．障害者基本計画の入所施設改革提言

2002年12月閣議決定「障害者基本計画」１）

（以下「2002年基本計画」とする）は，生活支

援分野施策の「④施設サービスの再構築」で，

「ア施設等から地域生活への移行の推進」とし

て「入所者（24時間の入所施設利用者─筆

者注）の地域生活への移行の促進」を掲げ，さ

らに「イ施設の在り方の見直し」として入所施

設整備方針で「入所施設は，地域の実情を踏ま

えて，真に必要なものに限定する」と，今後の

入所施設施策を提言した。

そして2002年 12月総理府障害者推進本部

「重点施策実施５か年計画」２）（以下「2002年

５か年プラン」とする）は，地域基盤の整備の

（１）生活支援の「③施設サービス」で，「入所

施設は真に必要なものに限定する」という重点

施策を示し，入所施設を整備拡充の達成目標の

数値を示す項目から除外した。

以上の2002年基本計画，2002年５か年プラ

ンの入所施設に関する施策を，本論では「入所

施設改革提言」と称し，検討する。

障害者施策の基本方向は，確かに，1981年

の国際障害者年以後，施設福祉から地域福祉に

移行し，ここ数年の重点も地域生活支援になっ

てきている。しかしその間の施策は，依然とし

て解消されない入所施設待機者の実態を前に，

入所施設の増設整備をすすめつつ，施設福祉か

ら地域福祉への移行をすすめるというものであ
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2003年から2012年までの障害者施策の基本を定めた障害者基本計画（2002年12月），前半５年の具

体的な重点施策を定めた重点施策実施５か年計画（2002年12月）は，生活支援分野施策の施設サービ

スで，入所施設整備抑制施策を提起し，整備の数値目標を掲げなかった。そしてこの提起は，入所施

設から地域生活への移行の推進，施策の政策転換とマスコミ，障害者関係団体などで取り上げられ，

ほぼ今後の基本的な方向のようになってきている。果してそうであろうか，本論はそれを知的障害者

入所施設に対象を限定して検討した。障害者基本計画の内容及び作成過程の分析検討によって，それ

らは入所施設の改革ではなく，入所施設の整備抑制でしかないことを明らかにした。さらにここ２０

数年の障害者基本計画における入所施設の位置づけの変遷を検討することで，それらは入所施設施策

の放棄が本質であり，その一貫として整備抑制が具体化されていることを明らかにした。
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った。しかし今回の改革提言は，前述した計画

文章をそのまま読めば，現在も入所施設待機者

が解消されていないにもかかわらず，入所施設

の増設を制限抑制し，かつ現入所施設利用者を

地域生活に移行させて入所施設利用者数を減員

させることとなる。

入所施設の現利用者，待機者，今後入所施設

を利用しようと考えている障害者関係者にとっ

ては重大な施策転換となろう。さらに施設福祉

から地域福祉へという全体施策においても，入

所施設定員削減しつつの地域福祉という新たな

展開ともなる。

こうした重要な政策転換となる提起であるに

もかかわらず，この2002年基本計画，2002年

５か年プランの入所施設改革提言について，政

策論として厳密な検討がされていない。本論が，

2002年基本計画，2002年５か年計画における

入所施設改革提言の評価を政策論から検討する

意義はここにある。

なお，前述した2002年基本計画，2002年５

か年プランの入所施設に関する言及は，「入所

施設」という用語で提起され，どの入所施設な

のか，更生・授産・援護・療護などの機能種別

あるいは障害種別が特定されていない。また児

童・成人という区別も特定されていない。しか

し以下の解釈，理由で，知的障害者入所施設に

限定して検討する。

①入所施設改革が言及されている前記項内で

は，主に「障害者」への展開，それに関するも

のが言われている。従って筆者は，障害児入所

施設を除いた障害者施設に関するものと解釈し

た（実際に障害児入所施設は，教育・育成の項

で「療育機関の充実」が提起されており，整備

抑制の方針ではない）。

②精神障害者については障害種別でとくに精

神障害者のみ別項が建てられ，入所である援護

寮の整備計画数値も提起されている。従ってこ

の「入所施設」提言と内容的にも矛盾しており，

この「入所施設」に精神障害者入所施設は含ま

れていない。

③身体障害者の，身体障害者入所更生施設は，

2002年基本計画，2002年５か年プランに固有

名詞として登場していないが，保健医療サービ

スの項の医学的リハビリテーション機能の充実

に含まれていると考えた。従ってこの「入所施

設」からは除外されていると解釈した。

④以上から，ここで論及する「入所施設」は，

残る身体障害者の療護施設，授産施設，知的障

害者の更生施設，授産施設となる（両障害の授

産施設に関しては，雇用・就業の項で前記改革

提言とは矛盾する「授産施設の機能充実」が提

起されているが，それは小規模作業所と併記さ

れており，入所を除いた通所施設の機能充実と

考えた）。

⑤但し，表１に示したように，身体障害者と

知的障害者の入所施設利用状況を比較すると，

知的障害者は，その人口に占める入所施設利用

者が非常に多い。入所施設の問題や課題が施策

上大きな位置を占めるのが知的障害者である。

従ってこの入所施設改革提言は，主要には知的
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表１．身体障害者，知的障害者人口に占める入
所施設利用者

単位：万人（ ）内は％

種　別 在　宅 施　設 総　計

身体障害者 324.5 4.3 328.8
（98.7） （1.3） （100.0）

知的障害者 22.1 10.5 32.6
（67.8） （32.2） （100.0）

注）厚生労働省「身体障害者実態調査（平成13年）」
「知的障害（児）者基礎調査（平成12年）」より



障害者の入所施設を焦点にしていると考える。

それ故に，本論では「入所施設」を知的障害者

（入所）更生施設，知的障害者（入所）授産施

設に限定して論及する。

２．新聞報道，障害者関係団体等の入所施設改

革提言評価

2002年基本計画及び2002年５か年プランに

ついての新聞報道及び障害者関係団体の機関誌

によるコメントは，共通して，計画全体の代表

的なものが入所施設改革提言であるかのよう

に，入所施設改革提言に関する部分を大きくと

りあげた。この評価は妥当なのか，今後の障害

者施策全体の評価に係わることになり，かつそ

のなかでの入所施設施策の意味を方向づけるも

のだけに重要な検討課題である。ここでは，そ

れらの評価の特徴と検討の意義を述べる。

（１）入所施設改革提言を基本計画全体の最重

点，メインテーマとする評価について

2002年基本計画，同５か年プランの原案及

び閣議決定が発表された時の新聞報道に典型的

に示されているが，入所施設改革提言が，2002

年基本計画，同５か年プラン全体の最重点であ

るとの評価が示された。

基本計画，５か年プランの新聞報道見出し３）

は，ほとんど入所施設改革提言に関する部分で

占められ，本文においても例えば「基本計画の

最重点」として入所施設改革提言の内容が多く

を占めて紹介されている。

また障害者関係団体機関誌等での2002年基

本計画，同５か年プランの紹介も，主要な部分

として入所施設改革提言が取り上げられたり，

そのメインテーマが入所施設改革提言である４），

などとされている。

さらに厚生労働省の障害保健福祉行政官も，

例えば「新プランの施策，なかでも」と入所施

設改革提言を紹介５）したり，「障害者福祉の最

大の課題が，地域生活移行（入所施設改革提言

のこと─筆者注）と地域生活支援体制の充実

であることは疑う余地がない」と断定的に今後

の基本施策である６）と位置づけている。

こうした評価を，行政当事者，障害者関係団

体，新聞報道などが共通して提起しており，障

害者関係者の世論であるかのように流布されて

いる。今後の10年あるいは５年の障害者施策

全体に大きく影響することだけに，その評価の

妥当性の検討が求められる。それについては次

章３で展開し，ここでは検討の意義を述べる。

検討の意義は，その直後の進行事態に示され

た。それら流布された評価による具体的な影響

が，直後の障害者施策評価に作用したのである。

その一つがホームヘルパー施策の改定問題で

示された。支援費制度の施行にあたって，2002

年の年末に突如，ホームヘルパー利用の月利用

時間上限設定が厚生労働省から提案された７）。

障害者関係者の大きな反対運動にあって，2003

年１月厚生労働省は提案を一時凍結することと

なった。その際，新聞報道は，例えば「障害者

支援費制度　厚労省は障害者の声を聞け」と主

張欄８）などで障害者の声を大きく取り上げる。

しかし障害者の上限設定反対の正当性を言う論

拠の重要な一つに「入所施設の地域生活移行を

障害者基本計画で決定したにもかかわらず」と

あげる。入所施設の地域生活移行施策があろう

がなかろうが，在宅障害者の生活の向上という

基準からホームヘルパー利用上限設定問題は考

えられるべきであろう。しかし在宅施策の評価

基準（入所施設以外の施策について）の重要な
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一つに，入所施設の地域生活移行施策に合致し

ているかどうか，という基準が導入されている。

障害者施策全体の評価軸に入所施設改革提言の

評価軸が位置づけられたと言える。例えば，入

所施設改革提言を具体化する施策のみが重点的

に評価されることとなったり，かつ障害者関係

者にあっては，入所施設改革提言に賛成か反対

かが，要求実現の評価軸にされてしまう，など

の危惧される事態が進行した。

さらに知的障害者入所更生・授産施設の利用

者負担金の値上げ問題でも示された。支援費制

度の施行にあたって，厚生労働省から知的障害

者入所更生施設の利用者負担金の大幅増額９）が

提案される（利用者の応能負担のもとになる収

入認定にあたって，その収入から日常生活費諸

費が控除されなくなり，結果として利用者負担

金が増額となる提案）。この提案は，現に入所

施設を利用している障害者家族の反対意見があ

ったにもかかわらず実施される。入所施設利用

者の生活向上という基準で評価されれば，当然，

単純に反対となろう。しかし入所施設改革提言

の具体化という評価軸でみると，入所施設利用

者負担金が増額した分，国の入所施設財源が浮

き，その分地域福祉に費用がまわる，あるいは

利用者負担金の増額で入所施設利用者がより継

続的に居がたくなり，また今後の利用者も入り

がたくなり，結果として入所施設利用者が減少

する，という評価も成り立つ。従って新聞報道

は，この問題をほとんど取り上げず，また障害

者関係団体も大きく反対の声をあげることもな

く，そして入所施設利用者の多くを占める障害

者家族の当事者団体も，「苦渋の選択として受

け止め」ざるを得ない事態10）が生じる。これ

も入所施設利用者家族の経済生活施策（入所施

設改革提言以外の施策について）の評価軸に，

入所施設改革提言の評価軸が位置づけられた為

に生じたことと言える。

なお，2002年基本計画，同５か年プランの

評価に際し，障害者関係団体は，入所施設改革

提言の評価如何は別にして，それ以外の諸施策

に関し，どの団体も共通して数値目標などの前

回障害者計画と比べた後退を指摘している11）。

しかし新聞報道では，これらがほとんど紹介さ

れていない。そして障害者関係団体でも，2002

年基本計画，同５か年プランに対して，全般的

な中心問題，課題がそこにあると指摘している

のはほんの少数である。入所施設改革提言を

2002年基本計画，同５か年プランの最重点課

題とする評価は，こうした障害者問題の個々の

それぞれの課題未解決という問題を過少に評価

することも指摘しなければならない。

（２）入所施設改革提言をノーマライゼーショ

ン運動の反映とみる評価について

2002年基本計画，同５か年プランの入所施

設改革提言に関する部分のみを取り出した評価

では，新聞報道12）は，例えば「（国が─筆者

注）施策転換」などと明確な方針転換であると，

歓迎して評価している。障害者関係団体も，

「（国が─筆者注）ゆるやかな脱施設化」「脱

施設化への一歩」13）と，方針転換に向けた一歩

を歩み始めたと評価している。障害者関係団体

のそれは，前述した入所施設改革提言以外の地

域福祉諸施策，即ち（2002年基本計画，同５

か年プランの重点が入所施設改革提言にあると

いう評価からすれば，入所施設から移行した障

害者を地域で受け入れるための地域福祉諸施策

となる）受け入れ施策の不十分さに因る「一歩」

であり，国方針の転換，及びそれを歓迎する評

価は，新聞報道と変わらない。研究者のなかに
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は，「無責任な（入所施設改革提言─筆者注）

施策」と評している場合もある14）が，それも

受け入れ施策の不十分さの指摘度合いによるも

ので，基本は変わらない。

いずれの評価においても，欧米で進められて

きた脱施設化，ノーマライゼーションのうねり

が日本の国施策でも取り上げられるようになっ

た，と評価している。それは妥当な評価であろ

うか。国の施策に反映した，もとになるもの，

即ち欧米の脱施設化，ノーマライゼーションの

具体化としての脱施設化とはなにか，という検

討課題はもちろんある。しかしそれは別の機会

に譲る。ここでの政策論の課題は，国が方向転

換したのか，それは障害者関係者の願いの反映

なのか，ということである。次章４，５で展開

するが，ここでは検討の意義について述べる。

この検討の意義についても，前記（１）と同

様に，この間の事態進行で具体的に示されてき

ている。国立や都道府県立にほぼ近い事業団立

の入所施設について，新聞報道の大きな紹介も

あって15），国あるいは道府県が，施策として，

率先して，ノーマライゼーション実現の脱施設

化に着手した，という評価がされてきている。

国立高崎コロニー，宮城県社会福祉事業団船戸

コロニー，長野県社会福祉事業団生駒郷コロニ

ー，大阪府社会福祉事業団金剛コロニーなどの

入所施設改革が，このように評価されている。

筆者もこれら入所施設改革の性格を未だ詳細

に検討しているわけではない。しかしいずれの

改革も，計画の目的の一つに，国・自治体の行

政機構の再編，地方財政の効率化などがあげら

れている。独立行政法人化，公設公営から公設

民営，民間への委託・払い下げなどである。こ

れらが政府がすすめる構造改革の規制緩和，民

間活力の一つであり，公的責任・公的財源保障

の放棄・縮小，それによる利用者負担増あるい

は処遇条件の低下をねらいとしていることは明

らかであろう。入所施設改革の一つの見逃せな

い要因として検討されるべきである。また国の

方針に従属した自治体から住民に開かれた地方

分権拡充への動きもあり，それらも見逃せない

要因として検討されるべきである。しかし問題

は，それらの検討抜きに，前述した一面的な評

価が流布されていることである。

こうした検討抜きの一面的評価が，国，自治

体が積極的に入所施設利用者の減少をすすめる

という評価をつくりだし，それが障害者家族に

不安を抱かせることの問題は，すでに前記１で

述べてきた。

しかしそれだけではない。入所施設利用者の

減少が，即ち障害者家族のためになるという図

式の評価もつくりだすことになる。これらが一

般化すると，障害者・家族，当事者との十分な

合意を得ることができなくとも，国・自治体さ

らに事業体の側の強引な入所施設利用者の減少

が，結果として障害者・家族にとってより良い

ノーマライゼーションが実現するという，関係

者の過信（現実に立脚しない，当事者関係者が

具体的な見通しをもつことを軽視した，入所施

設利用者減少の意義や理念のみを先行させる）

をつくりだしていくのでは，と筆者は危惧する。

さらに当事者においては，入所施設制度を活用

しつつより良い生活をつくろうとする願いや努

力が，あたかもノーマライーションと矛盾する

かのように関係者に映り，前記１で述べたよう

な「追い出されるのでは」「もう入れないのか」

「もう作られないのか」等の正当な不安や願い

が，肩身の狭いものにさせられるのでは，と筆

者は危惧する。

以上のように，2002年基本計画，同５か年

障害者福祉分野で進行する“脱施設化”政策の動向に関する批判的検討（峰島　厚） 5



プランの，全体計画における入所施設改革提言

の位置づけに関する評価，さらに入所施設改革

提言それじたいの評価の如何が，現に障害者・

家族・関係者の願い実現に混乱を持ち込み，さ

らに今後の障害者施策の基本方向に大きく作用

することになる，と明らかにしてきた。しかし

入所施設改革提言の評価をめぐるもう一つの特

徴は，2002年基本計画，同５か年プラン，そ

こで提起された入所施設改革提言を厳密に検討

することなく，あるいはそれらが議論の素材と

して提供されることなく，共通した意見が一般

的ものとして流布されていることにある。同計

画が公表された後に障害者関係団体の機関誌な

どでその特集が組まれたのは，日本障害者リハ

ビリテーション協会「ノーマライゼーション

2003年４月号」のみである。かっての障害者

計画公表時と比べても非常に議論素材は提供さ

れていない。

３．2002年基本計画，同５か年プランにおけ

る入所施設改革提言の位置と内容

（１）入所施設改革の基本問題

筆者は既に知的障害者入所施設改革の基本問

題を考察してきた16）。その結論は，知的障害者

入所施設改革は，知的障害者人口全体の問題

として，知的障害者の総合的対策の重要な一

つとして位置づけすすめるべき，というもの

であった。

表１で示した知的障害者人口全体における入

所施設利用者人口の占める割合の高さからも明

らかにされよう。例えば現在入所施設にいる約

10万人のうち約７－８割の人が，個室を備え

た少人数の共同住居，グループホームに移行す

るとしよう。しかし2002年５か年プランは，

グループホームを約12,000人から30,400人分に

整備するにすぎない。入所施設利用者の受け入

れを想定していない現計画に加えて，２－３倍

もの増設計画が要請される。これらは他のすべ

ての在宅サービスに及ぶことであろう。

しかも前述の拙論で考察したように，入所施

設はこれまで通所や在宅サービスへのニーズも

含めてサービス提供してきただけに，通所や在

宅サービスが不十分な地域に偏在している。従

って，ただ現在ある在宅サービスを拡充すれば

よいとはならない。在宅サービスの配置計画も

含めた総合的な計画による抜本的な対策が要請

される。

前記２で紹介した諸評価は，入所施設改革提

言の位置を2002年基本計画の最重点，メインテ

ーマとしているが，果してそうなのであろうか。

（２）全体計画のなかでの入所施設改革提言の

位置

2002年基本計画の全体構成（以下に目次で

紹介）のなかで，入所施設改革提言の位置づけ

は以下のようになる。

2002年基本計画の目次構成（抜粋）と入所施設改

革提言

Ⅰ　基本的な方針

（考え方）

（横断的視点）

１社会のバリアフリー化の推進

２利用者本位の支援

３障害の特性を踏まえた施策の展開

４総合的かつ効果的な施策の推進

（１）行政機関相互の緊密な連携

（２）広域的かつ計画的観点からの施策の

推進

（３）施策体系の見直しの検討

「障害者福祉施設サービスの再構築
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を図るなど適宜必要な施策・事業の

の見直しを行う」

Ⅱ　重点的に取り組むべき課題

１　活動し参加する力の向上

２　活動し参加する基盤の整備

３　精神障害者施策の総合的な取り組み

４　アジア太平洋地域における域内協力の強化

Ⅲ　分野別施策の基本的方向

１　啓発・広報

２　生活支援

（１）基本方針

（２）施策の基本的方向

①利用者本位の生活支援体制の整備

②在宅サービス等の充実

③経済的自立の支援

④施設サービスの再構築

ア施設等から地域生活への移行の推進

イ施設の在り方の見直し

⑤スポーツ，文化芸術活動の振興

⑥福祉用具の研究開発・普及促進と利用支

援

⑦サービスの質の向上

⑧専門職種の養成・確保

３　生活環境

４　教育・育成

５　雇用・就業

６　保健・医療

７　情報・コミュニケーション　

８　国際協力

Ⅳ　推進体制等

全体の構成からみると，入所施設改革提言

（Ⅲの２の④に記載）は，その改革の視点から

は，「Ⅰ基本的な方針」の（横断的視点）の

「４総合的かつ効果的な施策の推進」の「（３）

施策体系の見直しの検討」の一つ，「障害者福

祉施設サービスの再構築を図るなど適宜必要な

施策・事業の見直しを行う」に位置づけられる。

そして具体的な方策は，「Ⅲ分野別施策の基本

的方向」の一つ「２生活支援」の「④施設サー

ビスの再構築」になる。これらの構成から入

所施設改革提言の位置は次のように明らかに

される。

第一に，入所施設改革提言は，「施策体系の

見直しの検討」の一つ「障害者福祉施設サービ

スの再構築」という今後10年で「検討」する

課題の一つに，基本的な考え方で位置づけられ

ていることである。今後その検討がすすめられ

つつ「適宜必要な施策・事業の見直し」が図ら

れることになる。

従って前記２で紹介したような，「政策転換」

あるいは「脱施設化の一歩」という評価は，未

だ検討していないにもかかわらず結論を先取り

した誤った解釈となる。

第二に，今後検討しつつ具体化する課題であ

るから，当然のように，入所施設改革提言は，

具体的な課題で提起される「Ⅱ重点的に取り組

むべき課題」には位置づけられていない。「Ⅱ

重点的に取り組むべき課題」に入所施設改革に

係わる言及は一言もない。

前記２で紹介したような，基本計画の「最重

点」「メインテーマ」は明確に間違った評価と

なる。

第三に，従って入所施設改革提言は，今後の

検討が主たる性格で，重点でもなく，単なる

「Ⅲ分野別施策の基本的方向」の一つにすぎな

いことになる。当然，他の施策と関係付けてで

はなく，単独の提起とされている。「Ⅲ分野別

施策の基本的方向」の生活支援以外の項目に入

所施設に係わる言及は全くない。さらに生活支

援という分野内においても，入所施設改革提言

以外の項目で，例えば「家族と暮らす障害者」

「重度障害者などのニーズに応じて」「地域で共

に生活できるようにするために」などはあるが，

いずれも入所施設からの移行など入所施設改革

を想定したものではない。
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前記２で紹介したような，障害者関係団体の

評価「受け入れ施策の不十分さ」という批判も

当たらないことになる。今後検討しつつ適宜具

体化する課題であり，検討が始まる前の段階に

あっては，「受け入れ」など他の施策との具体

的な関係は想定されていないのが当然となる。

（３）入所施設改革提言の内容

第四に，主に今後検討しつつ具体化する，重

点ではない，単独課題として位置づけられてい

る入所施設改革提言ではあるが，実際の文章表

現は，それらの位置づけと矛盾するものとなっ

ている。以下，入所施設改革提言に関する文章

表現を紹介し検討する。

④　施設サービスの再構築（抜粋）

ア　施設等から地域生活への移行の推進

障害者本人の意向を尊重し，入所（院）者

の地域生活への移行を促進するため，地域で

の生活を念頭に置いた社会生活技能を高める

ための援助技術の確立などを検討する。

「障害者は施設」という認識を改めるため，

保護者，関係者及び市民の地域福祉への理解

を促進する。

イ　施設の在り方の見直し

施設体系について，施設機能の在り方を踏

まえた上で抜本的に検討する。

入所施設は，地域の実情を踏まえて，真に

必要なものに限定する。

まず文章表現上の矛盾を指摘する。

・④のタイトルが「施設サービスの再構築」

となっている。しかしこれは，前述したよ

うに「Ⅰ基本的な方針」の「横断的視点」

で「見直しを検討する」課題として提起さ

れていたものである。けれどもここでは

「検討」が削除され，検討されていないのに，

既定の方針となっている。

・アのタイトル「施設等から地域生活への移行

の推進」も，当然，「見直しを検討する」内容

に含まれるのに，「検討」が削除されている。

・しかしアのタイトルで「検討」が削除された

のに，本文では，「移行を促進するため，（中

略─筆者注）援助技能の確立を検討する」

「理解を促進する」と，「検討」する課題が提

起されている。移行を促進する具体的施策は

断定的なものが一つもない。

・イは，タイトルが「見直し」であり，「検討」

の課題となっている。かつ前文に当たる最初

の文章で改めて「検討」が強調されている。

にもかかわらず，施設体系の見直しの検討に

含まれる内容である「入所施設は，地域の実

情を踏まえて，真に必要なものに限定する」

のみ，断定的に具体的方針が提起されている。

前記２で紹介したような一面的な評価を生じ

させるような文章表現上の矛盾をもった内容と

なっていることがわかる。しかしこれらを整理

すると，入所施設改革提言の内容は以下のよう

になろう。

①基本的な方針は，前述したように，「Ⅰ基

本的な考え方」の「施設体系の見直しの検討」

にある。

②「施設サービスの再構築」がタイトルに採

用されているが，これは「施設体系の見直しの

検討」の一つであり，明らかに検討すべき課題

である。その小項目「イ施設の在り方の見直し」

も，同様である。また小項目「ア施設等からの

地域生活への移行の推進」も，明らかに「施設

体系の見直しの検討」から導かれる課題であり，

検討すべき課題である。そして本文では，その

とおりに，促進のための援助技術の確立が検討

の課題とされている。
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③そして具体的に提起された課題は，分野別

施策の生活支援の入所施設に係わる単独施策と

して，かつ重点ではないものとして提起された

「入所施設を真に必要なものに限定する」とい

う入所施設整備抑制方針のみである。「入所施

設の在り方の見直し」という検討を経ることな

く，これのみ単独に提起されている。

このような整理を必要とする文章表現が，一

面で，前記２で紹介したような解釈を生じさせ

たとも言えよう。しかし前記２で指摘したよう

に，それらの歪められた解釈は，作成当事者で

ある厚生労働省の行政官によってもされてい

る。また次章４で後述するが，この入所施設改

革提言に係わる文章内容は，計画作成に係わっ

た障害者関係団体の要望内容にはなかったもの

であり，明らかに厚生労働省によるものと考え

られる。従って筆者は，厚生労働省によって意

図的に操作された文章表現上の矛盾と考える。

厚生労働省の意図は次のように読み取れる。

入所施設の改革に関する「施設サービスの再

構築」「施設体系の見直し」は，1995年の前回

障害者プランで積み残された課題であった。そ

してそれ以後，厚生労働省はこれらの検討をし

ていない。８年間持ち越された課題に対して，

今回も，重点的に検討すべき課題にもせず，前

回どおりにしている。検討していないために当

然具体化できず，かつサボタージュの延長で，

「地域生活への移行の促進」「促進のための援助

技法の確立」なども，今後10年で検討すれば

よい課題と，位置づけを低いものにしている。

にもかかわらず，入所施設改革提言で，「入

所施設を真に必要なものに限定する」という入

所施設整備抑制方針のみを提起している。この

導入意図は，この方針のみ，2002年５か年プ

ランに，重点的に取り組むべき課題でないにも

かかわらず採用されいることから，相当強いと

考えられる（2002年５か年プランは，基本的

には2002年基本計画の「Ⅱ重点的に取り組む

べき課題」に即して具体化されている）。

しかし入所施設改革提言が入所施設整備抑制

だけではだれもが納得しないであろう。それ故

に，「再構築」「施設体系の見直し」「移行の促

進」「移行促進のための援助技術の確立」など

を，文章表現上は既定の方針のように操作し，

かつそれが計画全体のメインテーマであるかの

ように喧伝し，前述の入所施設整備抑制があた

かも，この既定の方針のもとに具体化されたよ

うに描いていると言わざるを得ない。

入所施設整備抑制方針は，「再構築」「移行の

促進」「施設体系の見直し」などとは別の要因

があり，それのみは断定的に強調して，重点施

策として具体化する必要があったのであろう。

４．2002年基本計画，同５か年プラン作成過

程からみた入所施設改革提言の位置と内容

前記３で明らかにしてきたように，入所施設

改革提言は，入所施設の改革とは切り離された

入所施設整備抑制策でしかない。ここでは，そ

れらが障害者関係団体の要望による意見反映で

はないこと，厚生労働省による意図的なものに

よることを，作成過程の分析から明らかにす

る。

（１）作成の組織と協議過程

2002年基本計画の作成は二つのチームによ

ってすすめられた。一つは，内閣府が組織した，

障害者の代表，障害者福祉関係事業団体の代表，

学識経験者などによる「新しい障害者基本計画

に関する懇談会」（５回開催，以後「懇談会」
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とする）である。二つは，内閣府の障害者施策

推進本部検討チーム（１共通システム，２教

育・育成，３雇用・就業，４福祉・医療，５建

物・交通等のバリアフリー，６情報・コミュニ

ケーション，７国際協力等の７チーム，以後

「検討チーム」とする）で，関係行政の行政官

によるものである。

これらが約半年間の作業を経て最終報告をま

とめるが，公開された記録によれば，主要に協

議された内容は，懇談会の２－３回目に「基本

的な方針」の枠組みと素案が提案協議され，４

回目に「分野別施策の基本的方向」の素案が提

案協議され，その後に検討チームから「未定稿」

（全文が文章化されたもので，これは懇談会以

外の障害者関係団体にも厚生労働省から発信さ

れた）が提案され，それが一部修正されて最終

報告となっている。

なお2002年５か年プランは，2002年基本計

画の際の懇談会に図られることなく，国際障害

者年推進本部の単独で作成され，閣議に提案さ

れている。

（２）作成過程における行政提案の特徴

入所施設改革提言に関する骨子，素案から最

終報告に至るまでの，行政（「未定稿」以外は

厚生労働省の事務局提案となっている）による

提案の特徴は次のように言える。

第一の特徴は，「基本的な考え方」（最終報告

のⅠ基本的な方針，Ⅱ重点的に取り組むべき課

題に具体化された素案）の10項目のなかで，

「総合的かつ効果的な施策の推進」の相対的な

位置が高められたことにある。懇談会第２回目

に「基本的な考え方」の枠組み10項目，第３

回目に10項目の素案が提案される。「総合的か

つ効果的な施策の推進」は，いずれも10項目

中の９番目に位置づけられていた。しかし「未

定稿」では「Ⅰ基本的な方針」の「４総合的か

つ効果的な施策の推進」に位置づけられ，その

まま最終報告となっている。

即ち，「４総合的かつ効果的な施策の推進」

のなかの「（３）施策体系の見直しの検討」，障

害者福祉施設サービスの再構築の検討は，当初

９番目の位置であったが，後述する障害者関係

団体の要望で位置づけを高めている。但し前記

３で述べてきたように，「Ⅱ重点的に取り組む

課題」までは高められてはいない。

第二の特徴は，「分野別施策の基本的方向」

の内容は，懇談会第４回目に素案が提案される

が，その入所施設改革提言に係わる部分は，

「未定稿」で大幅に改定され，そのままに最終

報告に至っていることである。以下内容を紹介

し検討する。

懇談会第４回目の素案

３　施設サービスの再構築

（１）施設等から地域への移行の推進

障害者本人の意向を尊重した地域への移行

を推進するため，地域移行を支援するための

事業の推進等を図る。

（２）施設のあり方の見直し

施設体系について，施設機能のあり方を踏

まえた上で見直し，地域資源として再構築す

るとともに，重度・高齢化や行動障害などに

対応する医療的ケア等を確立する。

前記３に示した最終報告と同様のタイトルで

はあるが，その内容は，懇談会第４回目素案

「地域移行を支援する事業の推進等を図る」か

ら，最終報告では「移行を促進するために，援

助技術の確立などを検討する」となり，明らか

にトーンダウンしている。そして懇談会第４回

目には全くなかったものが，「未定稿」では
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「入所施設は，地域の実情を踏まえて，真に必

要なものに限定する」が挿入され，最終報告と

なっている。

（３）障害者関係団体の意見と入所施設改革提言

これらの行政による提案の変化に，障害者

関係団体の意見はどう関係しているのであろ

うか。

懇談会では，障害者関係団体の意見発表と協

議が行われ，文書による意見資料は公開されて

いる。またそこには日本の主要な障害者関係団

体が加盟する日本障害者協議会（代表河端静子）

も参加し，かつ日本障害者協議会は，新たな計

画作成のための加盟団体の要望アンケートを実

施し，かつそれを集約した「新たな障害者計画

と障害者プランの策定に向けて」の政策会議を

開催し17），懇談会に意見反映させている。これ

らの意見等の特徴は次のように言える。

第一は，懇談会第３回目の全日本手をつなぐ

育成会の意見発表に典型的に示されているよう

に，「地域生活が本当に実現する施策を」と，

「住む場」「働く場」「支える人」を地域のなか

に確保することを基本的な考え方に強調してい

ることである。

在宅福祉，地域福祉の抜本的充実を求める意

見で，そのための施策の再構築を提起している。

これらが，前述（２）に示した「Ⅰ基本的な方

針」の「施策体系の見直しの検討」を重視させ

る方向に作用したことは間違いなかろう。但し，

今後の重点施策での採用までは至っていない。

第二は，前述の意見に代表されるように，多

くの団体は，地域福祉の重視を提起しているが，

それが即入所施設改革に具体的に関係して語ら

れているわけではない。障害者関係団体におい

ても，入所施設改革が地域福祉全体施策の重点

やメインテーマにはなっていない。

第三に，確かに少数の団体（前述の政策会議

アンケートでは３／17団体，しかしそこには

主要な障害者団体である日本障害者協議会代表

が含まれている）は，地域福祉施策への抜本的

見直しで，「脱施設化」として入所施設改革に

言及している。その内容は，「結果として20年

後に生活施設（入所施設─筆者注）の数が減

少可能となるような」地域での受け皿，「自治

体の在宅サービス提供の義務化」など，地域福

祉施策の充実こそ課題であり，その結果として，

それとセットで，入所施設へのニーズを減らし

ていくというものである18）。入所施設改革に言

及はしているが，第二に示した多数の障害者関

係団体と共通した意見と言えよう。

第四に，従って，「真に必要なものに限定す

る」など，入所施設整備抑制にふれた意見は，

「脱施設化」を主張した団体も含めて，全くな

いのである。

これらの特徴から明らかにされるように，行

政の検討チームは，確かに障害者関係団体の意

見である地域福祉抜本的充実に向けた施策体系

の見直しを，基本的な考え方のより重要な検討

課題に位置づけた。しかし前障害者計画で積み

残した課題でありながら，その検討を重点課題

にはしなかった。さらに少数の障害者関係団体

が提起した「移行の推進」「受け入れ施策の抜

本的充実等」も，「図る」のでなく「検討の課

題」に止めている。その上で，全く要望されて

いない，言及されていない入所施設整備抑制施

策のみ断定的に提起したのである。

入所施設改革提言は，障害者関係団体から要

望された入所施設の改革ではなく，厚生労働省

による入所施設整備抑制施策であると，より明

確にされた。
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５．障害者基本計画の変遷にみる入所施設施策

ここでは，国が障害者の総合的な長期計画を

作成するようになった1980年代以後の，障害

者計画における入所施設施策を検討し，その歴

史の到達点から2002年基本計画，同５か年プ

ランの入所施設施策の本質を明らかにする。分

析の対象となる長期総合計画は以下のとおりで

ある。

・1982年３月「障害者対策に関する長期計画」

（1983年から1992年までの10年計画）総理

府国際障害者年推進本部，（以下「1983年計

画」とする）

・1987年６月「障害者対策に関する長期計

画・後期重点施策」（1983年計画の後期計画，

1988年から1992年までの５年計画）総理府

国際障害者年推進本部，（以下「1987年計画」

とする）

・1993年３月「障害者対策に関する新長期計

画─全員参加の社会づくりをめざして─」

（1993年から2002年までの10年計画）総理

府国際障害者年推進本部，（以下「1993年計

画」とする）

・1995年12月「障害者プラン─ノーマライゼ

ーション７カ年戦略─」（1993年計画の重点

実施計画，1996年から2002年までの７年計

画）総理府国際障害者年推進本部，1995年

12月（以下「1995年計画」とする）

（１）1982年計画における入所施設

1981年の国際障害者年に当たって作成された

もので，全体構成は，１啓発広報，２保健医療，

３教育・育成，４雇用・就業，５福祉・生活環

境，とほぼ行政管轄別に柱立てされている。

その「５福祉・生活環境」が，（１）福祉サ

ービス（２）生活環境に区分され，「福祉サー

ビス」の①生活安定のための施策，②在宅サー

ビス，そして③施設利用サービスに入所施設が

取り上げられている。①の所得保障を共通の基

盤に，②中軽度障害者の一般住宅での介護サー

ビス，③重度障害者の生活・介護・リハビリの

施設利用サービスと構成されている。

従って施設サービスの基本的課題は「障害の

重度化，重複化等に伴い，重度障害者のための

生活施設の重要性が強まる一方で，リハビリテ

ーション，訓練，作業等の場としての施設に対

する需要も増加している」と設定される。

施設サービスは，通所・入所も重度障害者の

ためのものであり，通所は在宅生活者が利用し，

従って入所は生活をしつつ，介護・訓練・作業

等の総合的リハビリテーションを実現する場

（生活施設）となる。さらに入所施設は自己完

結型ではなく，「センター的施設を中心とした

ネットワークをつくり」「身近に小規模に」と

構想されている。

入所施設は，重度障害者のための，地域密着

型の，小規模なもので，そこに暮らしつつ介

護・訓練・作業などを実現する場となろう。

なお「４雇用・就業」で重度障害者のための

授産施設が言及されているが，入所・通所を区

別していない。（１）福祉サービスと同様な，

生活しつつの作業，リハビリを実現する入所授

産施設も位置づけられていよう。

（２）1987年計画における入所施設

1983年計画を引き継ぐ後期施策であり，大

きな変更はない。この計画からⅠ基本的考え方，

Ⅱ課題別施策の基本的方向と今後の重点施策，

Ⅲ推進体制，という現在の枠組みが作られる。

課題別（分野別）では，1983年計画の５福

12 立命館産業社会論集（第39巻第２号）



祉・生活環境から「６生活環境」が分離し，さ

らに「７スポーツ，レクリエーション及び文化

施策の推進」が分化し，「８国際協力の推進」

が加わる。

課題別の「５福祉」は，1983年計画とほぼ

同じで，（１）生活安定のための施策（所得保

障）と「（２）福祉サービス　ア在宅サービス

イ施設サービス」で構成される。

施設サービスも1983年計画と同様に，重度

障害者のための，総合的リハビリテーションを

実現する場で，「通所施設や生活施設など地域

利用施設の整備」が課題とされる。

（３）1993年計画における入所施設

「Ⅰ基本的考え方」の第一に「１障害者の主

体性，自立性の確立」が位置づけられるなど，

全体方針は現在の枠組みが作られる。分野別の

構成は，1987年計画とほぼ同じとなっている。

しかしその「５福祉」の構成と内容は大きく変

わる。

「５福祉」は，「在宅サービスの一層の充実」

が前文で強調され，構成も（１）生活の安定

（所得保障），（２）福祉サービスに，（３）福祉

機器が追加され，かつ（２）福祉サービスの構

成も，①在宅対策，②施設対策，に③障害者団

体の活性化及び専門職員等の養成，④権利擁護

のための制度，が加わるなど在宅関連の項目が

新たに立てられる。

そして②施設対策もそれに伴い大きく変わる。

第一に，これまであった「重度障害者のため

の施設サービス」という表現は無くなる。

第二に，「施設体系の確立」が初めて課題と

されるが，そこでは「授産施設等の通所施設や

ディサービスセンター，福祉ホーム等の地域に

おける利用施設」の整備充実が重点とされる。

明らかに，それ以外の入所施設は「地域におけ

る利用施設」ではない体系とされる。

第三に，在宅対策に，「通所型施設の充実」

だけでなく，生活を支援する「福祉ホーム等の

充実」も組み入れられる。当然，施設対策にこ

れまであった「身近な」「小規模な」「生活施設」

という用語は登場しなくなる。

第四に，「３雇用・就業」では，職住分離が

施策推進の考え方に採用され，明らかに入所授

産施設対策が言及されなくなる。

以上のように，「地域における利用施設」は

機能，位置が明確にされるが，そこから取り残

された入所施設については，1983計画，1987

年計画の機能，位置を否定しながら，新たな提

起もなく，「リハビリテーションの充実，利用

者の生活の質の向上，施設の専門的機能の地域

社会への開放」が言われるのみとなる。文章表

現上でも，通所，通所型施設は登場しているが，

入所施設という用語は全く出てこなくなる。

（４）1995年計画における入所施設

1993年計画の重点施策実施計画であり，基

本的な考え方などはほぼ踏襲されている。しか

し「Ⅵ各施策分野の推進方向」は，タイトルが

行政管轄用語ではなく実際の障害者の活動内容

に即したものに改善されただけでなく，構成や

内容も大幅に変更される。全体の改定について

はここでは省略する。

入所施設に係わるものは，「Ⅵ各施策分野の

推進方向」の「①地域で共に生活するために」

の「１住まいや働く場ないし活動の場の確保」

「４介護等のサービスの充実」「７障害者施設体

系の見直しと施設・サービスの総合的利用の促

進」で言及され，主には「４介護等のサービス

の充実」の「（３）施設サービスの充実」で取
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り上げられる。

1993年計画との相違からその特徴をあげる

と，1993年計画で在宅サービスと雇用・就業

の項目に組み込まれた「地域における利用施設」

施策が，「１住まいや働く場ないし活動の場の

確保」に新たな体系として独立したことにある。

そこでは，「生活支援の機能をもったグループ

ホーム，福祉ホーム」の整備，「福祉的配慮の

された」授産施設，福祉工場，小規模作業場の

整備が位置づけられる。

そしてそこから取り残された，ホームヘルパ

ー，ショートスティなどの在宅サービスと入所

施設が一つに括られて，「４介護等のサービス

の充実」という新たな体系がつくられる。その

「（３）施設サービスの充実」で入所施設は，

「重度障害者等の福祉，医療ニーズに的確に応

えられる」「生活・療育の場」とされるが，基

本的には，ホームヘルパー等の在宅介護サービ

スと並ぶ介護サービス（「常時の援護が必要な

重度・重複障害者に対する施策の充実」）と位

置づけられている。

こうした新たな体系の提案は，当然，「７障

害者施設体系の見直しと施設・サービスの総合

的利用の促進」を今後の課題として提起してい

よう。

（５）2002年基本計画，同５か年プランの入所

施設施策

そして2002年基本計画は，「２生活支援」の

「②在宅サービス」で，ホームヘルパーなどの

在宅介護サービス（ア在宅サービスの充実）と，

地域で生活訓練などを利用する社会参加（ウ自

立及び社会参加の促進）と，「５雇用・就業」

の「②総合的な支援施策の推進」で，通所授産

施設や小規模作業所の機能充実（イ雇用への移

行を進める支援策の充実）を，それぞれの分野

で提起している。

即ち，これまでの入所施設施策の展開からみ

ると，身近な小規模な生活において，介護や訓

練，作業などの総合的なリハビリを実現する場

であった入所施設の機能が，まず作業をする機

能が削られ，さらに地域で身近に利用する機能

が削られ，生活において支援する機能も削られ，

そして2002年基本計画で最後に残った介護機

能も削られたことになる。

2002年基本計画は，入所施設について整備

抑制しか言及できない，ということになる。入

所施設改革提言は，入所施設の整備抑制だけで

なく，今入所施設を利用している人たちも含め

た，その施策の放棄とみるべきである19）。

本論は，これまでの入所施設施策がどのよう

に具体化されてきたのか，その実際は検討して

いない。しかし当初の重度障害者のための，身

近な小規模な生活において総合的なリハビリを

実現する場という機能を追求するのではなく，

機能を縮小する方向で矛盾に対応してきたこと

の結果が，入所施設施策の放棄であると，少な

くとも指摘できる。

そして障害者のより良い生活の実現という運

動という視点から指摘すると，これまでように

入所施設を利用している人たちの生活の向上を

はかるだけでなく，移行の推進も，政策側に依

存・依拠することなく，意図的にすすめなけれ

ばならないことになる20）。

注

１） 障害者基本法第７条の２第６項により内閣が

国会に報告する計画。2003年から2012年までの

10年間に政府が講ずべき障害者対策の基本的方

向を定めたもの。
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２） 前掲１）障害者計画に沿って，総理府障害者

施策推進本部が同計画の前半五年間に重点的に

実施する施策及びその達成目標並びに推進方策

を定めたもの。

３） 典型的な新聞報道のタイトルでは，「障害者を

地域へ　共生社会実現に向け基本計画に『脱施

設化』明示」（2003年１月４日読売新聞），「地域

で『普通の生活』を　新障害者基本計画・プラ

ン決まる」（2002年12月25日朝日新聞），「知的

障害者『脱施設』に政策転換　政府新プラン建

設目標設けず」（2002年12月８日朝日新聞）な

どがある。

４） 日本知的障害者福祉協会事務局長大島謙「行

政コーナー　新しい今後10年間の障害者基本計

画，及び五年間の重点施策実施５か年計画が決

定」日本知的障害者福祉協会月刊誌「さぽーと

2003年２月号」，日本障害者協議会政策委員長太

田修平の「特集新障害者計画・新障害者プラン

PART１」発言内容，日本障害者リハビリテー

シヨン協会月刊誌「ノーマライゼーション2003

年３月号」，DPI 日本会議事務局次長尾上浩二

「アジア太平洋障害者の10年と今後の課題─新

障害者プランを展望する─」鉄道弘済会「社会

福祉研究86号」2003年４月，など。

５） 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画

課長毛利聖治「支援費制度の施行にあたって」

日本知的障害者福祉協会月刊誌「さぽーと2003

年４月号」

６） 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画

課障害福祉専門官山口和彦「ホームヘルプサー

ビスを中心とした地域生活支援の新たな展開を」

日本知的障害者福祉協会月刊誌「さぽーと2003

年４月号」

７） 支援費制度の実施に際し，厚生労働省は概算

要求（2002年８月）で，介護保険事業者の参入

を期待して，障害者ホームヘルパーの単価を介

護保険と同額に増額し，障害者ホームヘルパー

予算に前年度比123.3 ％を要求した。しかし本予

算（2002年12月）では104.9 ％しか認められて

いない。そしてホームヘルパーの支援費単価は

増額したままであり，当初想定した利用実績に

達すると予算がパンクするという事態となった。

こうしたなかで，利用実績を減らす利用時間の

上限設定が突如提案された，と筆者は分析する。

８） 毎日新聞2003年１月21日，など。

９） 具体的には，入所３年以上で収入が障害基礎

年金のみの場合，利用者負担額は，障害基礎年

金１級の受給者で，34100 円が51800 円に，同２

級の受給者で19100 円が41800 円に増額。但し

あまりにも増額幅が大きいため，平成15年度の

み，経過措置として増額分が半額にされた。

10） 全日本手をつなぐ育成会月刊誌「手をつなぐ

2003年１月号」の「今月の問題　入所施設再考

─地域生活支援の強化を強く国に要望─」より。

無署名のものであるが，同誌編集委員会で検討

されまとめられている。

11） 筆者も，1995年の前回障害者プランに比べて

も，今回の数値目標が全般的に低いことを指摘

している。峰島「利用しやすい契約制度の課題」

峰島・白沢・塩見・多田共著「支援費制度活用

のすべて」全障研出版部，2003年４月，pp.116-

125

12） 前掲３）など。

13） 前掲４）など。

14） 渡辺勧持「なぜ 自分の家に住めないのか」日

本知的障害者福祉協会月刊誌「さぽーと2003年

５月号」pp.22-27

15） 「知的障害者『脱施設』へ　宮城県事業団 少

人数の生活に移行」（朝日新聞2002年11月23日，

「定員の段階的縮小を　群馬の入所施設 厚労省

が中間報告」（読売新聞2003年４月１日）など。

16） 峰島「生活施設改革の基本問題─知的障害者

入所更生施設の基礎データ分析を中心に─」全

国障害者問題研究会「障害者問題研究26巻２号」

全障研出版部，1998年８月，pp  .24-37

17） 日本障害者協議会政策会議資料「新しい障害

者計画及び障害者プランの策定に向けて」2003

年６月１日。日本障害者協議会政策委員長によ

る基調提案，３団体代表によるシンポジウムの

発言要旨，同協議会加盟17団体の「新しい障害

者基本計画及び障害者プランに係わるアンケー

ト回答集」などが記載されている。

18） いずれも前掲17）の政策会議資料による。基

調報告，シンポジウム発言要旨より。
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19） 最近の施策で，「移行の推進」も放棄している

ことがさらに明らかにされた。「障害者地域生活

推進特別モデル事業」（2003年６月厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知）は，2002年

12月まで入所施設利用者の地域生活移行の相談

支援事業を中心とする市町村のモデル事業とさ

れていた（項目も支援費制度施行の円滑化であ

った）。しかし，2003年３月からは市町村相談支

援事業の強化のためのモデル事業（項目も市町

村相談支援事業に変更）となり，入所施設利用

者への地域生活移行のための相談支援事業は，

メニューの一つに格下げされた。

20） 例えば，支援費単価額が明らかにされて，入

所施設利用者が移行してグループホームで生活

しつつ通所授産施設を利用すると，行政の支援

費負担額は入所施設にいた時よりも増額するこ

ととなった。障害基礎年金１級，標準１で丙地，

区分Ａの場合，入所施設では，支援費315300円

から利用者負担金51800円を引いた257000円が

行政負担となる。移行するとグループホーム支

援費132650円と通所授産支援費177600円，計

310250円が行政負担となる。それにホームヘル

パー等を利用するとさらに行政負担は増額する。

行政にとっては，入所施設にいたままの方が負

担軽減になる。意図的に移行を推進して，行政

負担の増額を図る，ことが必要になる。

16 立命館産業社会論集（第39巻第２号）
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Critical Study on the Recent Trend of Abandoning Institutional Care
Policy in Welfare Services for the Handicapped:

The substance of and problems with measures in the “Basic Plan for the Disabled”

to promote the improvement of community life for the mentally retarded

MINESHIMA Atsushi＊

Abstract: The Basic Plan for the Disabled, which describes basic measures to be taken for dis-

abled persons during the period from 2003 to 2012, and the Five-Year Plan for the

Implementation of Priority Measures, which outlines the priority items for implementation dur-

ing the first five years, were adopted by the Japanese Government in December 2002.

Concerning the Institutional Care policy for supporting disabled people's livelihoods, both plans

promote measures to minimize the construction and improvement of Institutional Care and

have not shown any numerical target for their construction and improvement. The mass media

and disability-related organizations have seen this as a shift of emphasis in the Plans from

Institutional Care welfare for the disabled to community life-oriented welfare, forming the main-

stream of livelihood support measures for the handicapped. However, there is a question as to

whether this interpretation is accurate. This paper explores the issue with a focus on care facili-

ties for mentally retarded persons. Through careful examination and analysis of the contents of

and preparation process for the Basic Plan for the Disabled, it reveals that the plan is meant not

to promote Institutional Care reform for the mentally retarded, but to minimize it.  Moreover, a

close study on changes over the past two decades in the role of Institutional Care in the Basic

Plan for the Disabled has found that the plan is, in essence, promoting the abandonment of

Institutional Care policy, and as part of this purpose, the plan provides concrete measures for

minimizing the construction and improvement of Institutional Care.

Keywords: the Basic Plan for the Disabled, mentally-retarded, Institutional Care for the dis-

abled, shift of emphasis to the improvement of community life
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